
取組の経緯、作成に向けた決意

1

様式１－２長野県 長野市

住家（罹災証明件数） 死者

4,296件
（うち全壊：1,038件）

17名
（うち関連死15名）

●取組の経緯（個別避難計画の作成が進まない状況で令和元年東日本台風災害発生）
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●作成に向けた決意（福祉専門職・地区避難支援関係者向け市長メッセージ）

個別避難計画作成済地区
約16％

（Ｈ30調査 80/477地区）
発災



・福祉専門職の参画を得やすくするため、計画作成研修会を開催
・実際に福祉専門職が個別避難計画作成を試行し、作成過程に係る課題を整理
・福祉専門職参画のための必要経費について、令和４年度予算化

取組のポイント（アピールポイント、力を入れた点、取組の重点など）
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様式１－２長野県 長野市

●これまでに行った主な取組（福祉専門職の参画に向けて）

●優先度（計画作成対象者）基準の作成・振分に時間をかけない
・基準を作成し一人ずつ基準に照らしていくのは、かなりの時間と労力が想定される。
・「基準非該当者＝計画作成できない者」という制度ではない。
・迷ったら作成対象とするなど作成対象者を弾力的に判断してもいいのではないか。

●独自基準は設けず、国指針に基づいた振分けを行う
国指針 市所有情報での振分の可否 対象者

①ハザードの状況 ◎（可能） 要支援名簿登載者で危険区域居住者

②心身の状況 〇（ある程度は可能）
要支援者名簿の要介護者・障害者等

→福祉サービス利用者が少なくない
→計画作成には専門職の参画が不可欠

③社会的孤立等の状況 △（市の情報のみでは困難） ②以外で計画作成が必要と思われる者



令和３年度末時点での課題 様式１－２長野県 長野市

●取組により分かった主な課題

①福祉専門職が参画しても、要支援者と避難支援者とのマッチングが
困難な場合の対応。

②福祉専門職が福祉避難所等への直接避難が適当と判断した場合でも、
現時点では、個別避難計画の避難場所として選択できない。

③市所有情報のみでは把握できない計画作成必要者「狭間の要支者」
の把握及び計画作成

●課題に対する対応の方向性

①福祉専門職と地区の避難支援関係者が互いに相談し合えるように
両者をコーディネートする体制を整備する。

②福祉避難所等への直接避難を可能とする体制を整備する。
③狭間の要支援者について、連携して該当者を把握して作成に繋げる。
連携先の想定：地区避難支援関係者、地域包括、社協、各種団体等
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※計画作成対象者について

①【計画作成候補者】名簿区分で、①介護②障害③難病に該当する福祉サービス利用者を抽出
②【計画作成対象者】計画作成候補者のうち、ハザードマップ上、危険区域に居住する者を抽出

個別避難計画作成のプロセス

⑦作成者以外の計画作成
必要者の把握・情報提供⑨平時・災害時

における活用

④計画作成、納品

福祉事業所

①計画作成候補者の抽出
利用事業所の把握

②計画作成対象者の抽出

計画作成時の連携
⑧基礎情報等の共有

⑥計画(基礎情報のみ)提供
平時、災害時の活用依頼

③-1所管法人と委託契約
③-2専門職作成研修実施
③-3作成計画点検
⑤作成費用支払
⑩計画更新の確認・管理

市

地区等
（地区役員、民生委員、自主防災組織、社協、

地域包括支援センター、各種団体等）

計画作成
対象者

※

長野県 長野市 様式１－２
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